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自転車指導啓発重点地路線区・路線

門真警察署管内

自転車を安全に利用するために．．．

●自転車に乗るときはヘルメットをかぶりましょう。
●自転車は原則車道の左側を走らなければなりません。
●スマホ等を操作しながらの運転は危険です。

Ⓑ：府道八尾茨木線
（選定理由）
通学の自転車利用者が

多く、自転車の安全利用に
ついて指導啓発を行う必要
があるため。

Ⓐ：古川橋駅周辺
（選定理由）

通勤通学だけでなく、大型商業
施設等があり、買い物客の自転車
利用者が多いため。


